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電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく非記載事項

（ 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく ）書面交付請求による交付書面に記載しない事項

・ 業務の適正を確保するための体制

・ 会社の支配に関する基本方針に関する事項

・ 連結株主資本等変動計算書

・ 連結計算書類の連結注記表

・ 株主資本等変動計算書

・ 計算書類の個別注記表

（2025年４月1日から2026年３月31日まで）

上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条第２項の規定に基づき、書面交付

請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記

載を省略しております。

2026年６月４日

株 主 各 位

第57回定時株主総会資料

テンアライド株式会社
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業務の適正を確保するための体制

５．業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制

・社長直轄の監査チームを設置し、業務活動の全般に関し、方針・計画・

手続きの妥当性や業務執行の有効性等について内部監査を実施してお

り、業務改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。

・法令遵守の観点から、今後内部統制システムの構築を進め、取締役及び

従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制を整

えてまいります。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会議事録は事務担当者によって作成し、保存・管理しておりま

す。

・情報の不正利用及び漏洩防止の徹底のため、主としてシステム面から効

果的な情報セキュリティ対策を推進しております。

・個人情報管理については、情報漏洩・不正アクセス等の防止のため、ア

クセス可能者を制限したセキュリティ体制を確立しております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・全社的なリスク管理マニュアルを整備し、担当チームのリスク管理のレ

ベル向上に努めることにより、未然防止と有事に適切な対応が出来るよ

うな体制を整えておりますが、今後はリスク管理規程を定めて、よりリ

スク管理の徹底を図ってまいります。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定例の取締役会を毎月１回以上開催し、経営の重要事項の審議及び決定

を行っております。

(5) 従業員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・社長直轄の監査チームを設置し店舗におけるマニュアルの遵守状況・業

務活動全般に関し、手続きの妥当性について定期的に全店舗・チームの

内部監査・衛生監査及び商品監査を実施しており、業務改善に向け具体

的な助言・勧告を行います。

・業務に必要な関連法令及び定款に適合した業務の遂行のために、定例の

店長会議・副店長会議において適時説明を行い、加えて各店舗単位でも

マニュアル・通達説明をして全従業員に徹底させております。
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業務の適正を確保するための体制

・公益通報者保護法に基づく公益通報システムについては、公益通報取扱

規程を定め、全従業員に周知するとともに電話・電子メール・封書（郵

送）をもって受け付ける体制をとっております。

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

・当社取締役が子会社の役員（取締役）を兼務しており、企業集団全体に

影響を及ぼす重要な事項については、当社の取締役会において検討と意

見交換を行った上で慎重に決定する体制をとっております。

(7) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における

当該従業員に関する事項

・監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、監査役

と協議の上、適切な当該従業員を定めるものとしております。

(8) 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項

・監査役を補助する従業員の独立性を担保するため、その任命や解任等に

ついては監査役と協議の上決定するものとしております。

(9) 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制

・取締役及び従業員は下記事項を監査役に報告します。

イ.当社及び企業集団に影響を及ぼす重要事項に関する決定

ロ.監査チームが実施した内部監査の結果

ハ.公益通報として会社が受け付けた内容が監査役の職務執行に必要と

判断される場合

ニ.その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき

(10) 監査役に報告を行ったものが当該報告をしたことを理由として不利な取

り扱いを受けないことを確保する体制

・監査役に報告を行ったものが当該報告をしたことを理由として不利な取

り扱いを受けないよう、当社の「公益通報取扱規程」に準拠し適正に保

護します。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査チームは、内部監査活動の状況と結果、他のチームからの報告受領

事項、その他の職務の状況を常勤監査役に対して遅滞無く報告するもの

としております。

・代表取締役と常勤監査役は必要に応じ都度意見交換を行っております。
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業務の適正を確保するための体制

・監査役会は会計監査人から監査計画を事前に受領し、定期的に監査報告

書を受領するほか、必要に応じて監査実施状況の聞き取りを行います。

・監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは支払い精算

等の請求をしたときは、当社諸規程の定めに基づき遅滞なく支払処理を

行います。なお、監査役は諸費用支出に当たっては、その適正性や妥当

性に十分留意するものとしています。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

・企業倫理に関する方針・行動規準において、反社会的勢力の排除、すな

わち反社会的勢力に対し毅然とした姿勢・態度で臨み、一切の関係を持

ってはならないことを方針・行動基準の一つとして掲げております。

・反社会的勢力の対応統括部署は総務・法務チームとし、警察を含む外部

専門機関、弁護士等と連携して反社会的勢力に関する情報の収集等を行

い、グループ内での周知徹底を図っております。

(13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

・当社役員及び従業員に対して、コンプライアンスの基本事項について定

期的に全体的な社内講習を開催し、コンプライアンス意識の浸透を図っ

ております。

・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の信頼性を確保する内

部統制システムは、会計監査人との連携もなされ、適切に整備・運用さ

れています。

・当社は、当社事業における個別リスクに加え、情報の管理、環境、安

全、反社会的勢力との関係遮断等様々なリスクの定期的集約・評価を実

施しており、特段のコンプライアンス上の問題は発生しておりません。

・当社事業に関する報告は、定期的に取締役会や経営会議で適宜なされ、

改善が必要な課題や問題点が生じた場合は適時関係チームへの指示を行

っております。

・取締役や関係チームから、重要な意思決定や職務の執行内容等に関する

重要な文書の供覧を通じて、監査役が必要とする情報は提供されてお

り、監査役への報告は適切に行われています。
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会社の支配に関する基本方針に関する事項

６．会社の支配に関する基本方針に関する事項
(1) 会社の支配に関する基本方針

当社の株主の在り方として、株主は資本市場での自由な取引を通じて決

まるものであり、会社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方

は、最終的に株主全体の意思に基づき判断されるものと考えています。

そして、当社の財務及び事業方針の決定を支配する者の在り方として

は、お客様・お取引先様・株主の皆様・従業員など当社を巡るステークホ

ルダーとの共存共栄を図り、当社の企業価値を向上させる者が望ましいと

考えております。

(2) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社は、当社が築き上げてまいりました飲食業界における事業モデルに

係るノウハウを発展・拡大させることで、経営の効率化・収益力の向上に

努めると同時に、コーポレート・ガバナンスに係る体制の充実を図ること

が企業価値を高め、全てのステークホルダー共同の利益に資するものと考

えております。

そのために、業務の適正を確保するための諸制度の整備を前掲のように

実施しております。
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連結株主資本等変動計算書

（ 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 50,000 11,137,441 △8,571,366 △162,066 2,454,008

当連結会計年度中
の 変 動 額

新 株 の 発 行 126,300 126,300 252,601

剰余金の配当 △60,000 △60,000

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

△462,798 △462,798

自己株式の取得 △27 △27

減 資 △126,300 126,300 －

株主資本以外の項目の
当連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

－

当連結会計年度中
の 変 動 額 合 計

－ 192,601 △462,798 △27 △270,224

当 期 末 残 高 50,000 11,330,043 △9,034,165 △162,093 2,183,784

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 256,188 65,421 113,393 435,003 2,724 2,891,736

当連結会計年度
中 の 変 動 額

新 株 の 発 行 252,601

剰余金の配当 △60,000

親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

△462,798

自己株式の取得 △27

減 資 －

株主資本以外の項目の
当 連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 ( 純 額 )

79,940 － 39,231 119,172 △2,274 116,447

当連結会計年度
中の変動額合計

79,940 － 39,231 119,172 △2,274 △153,776

当 期 末 残 高 336,129 65,421 152,624 554,175 － 2,737,960

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表、株主資本等変動計算書

建物及び構築物 　３年から47年

機械及び装置 　８年から10年

工具、器具及び備品 　３年から20年

連 結 注 記 表

自　2025年４月１日

至　2026年３月31日

１. 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

２. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　１社　テンワールドトレーディング㈱

なお、連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当する会社はありません。

(3) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

（イ）有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

（ロ）たな卸資産の評価基準及び評価方法

　評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま

す。

商品・半製品 総平均法

貯蔵品 最終仕入原価法

② 固定資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

ⅰ）リース資産以外の有形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、下記のとおりであります。

ⅱ）リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、自己所有の

有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（ロ）無形固定資産

ⅰ）リース資産以外の無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。

ⅱ）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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連結注記表、株主資本等変動計算書

③ 引当金の計上基準

（イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

（ロ）店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉鎖に伴う損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上

しております。

（ハ）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく支給実績

を勘案し、当連結会計年度末要支給額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

（イ）直営店舗売上高

店舗において飲食サービス等の提供を行うことによる収益は、顧客からの注文

に対し飲食サービス等を提供することであります。この飲食サービス等の提供に

よる収益は、顧客に対し飲食サービス等を提供し、その対価を受領した時点で認

識しております。

なお、株主優待券及び金券等の利用額については、顧客に支払われる対価とし

て売上高から減額しております。

（ロ）フランチャイズ店舗向け売上高

　フランチャイズ店舗に対する商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との販売

契約に基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義

務は商品又は製品を引き渡す時点において顧客が当該商品又は製品についての支

配を獲得して充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。

（ハ）店舗外売上高

店舗以外における商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づ

いて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品又

は製品を引き渡す時点において顧客が当該商品又は製品についての支配を獲得し

て充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（イ）退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法により、按分額を発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部における

その他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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連結注記表、株主資本等変動計算書

直営店舗売上高 12,021,615千円

フランチャイズ店舗向け売上高 18,893千円

店舗外売上高 52,978千円

顧客との契約から生じる収益 12,093,492千円

その他の収益 　　　　 －

外部顧客への売上高 12,093,492千円

３. 収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

４. 会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出

しております。当年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、

翌年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

（固定資産の減損損失の認識の要否）

(1) 当年度の連結計算書類に計上した金額

社会の変容に伴う業績の変動を受け、減損の兆候があると認められた資産グループにつ

いては、減損損失の認識の要否の判定を行っております。判定の結果、割引前将来キャッ

シュ・フローが固定資産の帳簿価額を下回った店舗について、合計186,144千円の減損損

失を計上しております。減損損失計上後の店舗運営に係る資産は、合計894,071千円（建

物及び構築物359,038千円、機械及び装置112,889千円、工具、器具及び備品83,463千円、

土地188,281千円、その他の無形固定資産1,841千円、敷金及び保証金122,042千円（原状

回復費用に充てられるため回収が最終的に見込めないと認められる金額）、その他の投資

その他の資産26,514千円）となっております。

(2) 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗別に固定資産のグルーピ

ングを行っております。資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、資産グ

ループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによ

って、減損損失の認識の要否を判定する必要があります。減損損失の認識が必要と判定さ

れた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額は減損損失として認識してお

ります。

　当該判定に用いる割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいては店舗ごとに作成し

た事業計画に用いられる将来の売上高、原価率、人件費及び諸経費を主要な仮定として用

いており、これらには当社の収支改善策の内容が反映されております。収支改善策には、

売上高の増加及び業態転換による収益構造の改善等が含まれております。このように、主

要な仮定の決定には重要な判断を伴い、割引前将来キャッシュ・フローの見積りに重要な

影響を及ぼします。

５．会計上の見積りの変更に関する注記

（資産除去債務の見積りの変更）

　　当連結会計年度において、当社グループの不動産賃貸借に伴う原状回復義務として計上し

ていた資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報入手に伴い、より精緻な見積りが

可能となったことから見積りの変更を行いました。この見積りの変更により、建物附属設備

を49,192千円増加、資産除去債務を49,192千円増加しております。

　　また、当該見積りの変更の結果、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失がそれぞ

れ47,201千円増加しております。
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商品 30,262千円

半製品 144,494千円

貯蔵品 3,422千円

建物及び構築物 35,235千円

土地 245,103千円

投資有価証券 610,976千円

敷金及び保証金 1,263,101千円

未収入金 63,490千円

合　　計 2,217,907千円

短期借入金 903,009千円

合　　計 903,009千円

6,931,653千円

・再評価を行った年月日 2002年３月31日

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 151,572千円

６．連結貸借対照表に関する注記

(1) 棚卸資産の内訳

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(3) 有形固定資産の減価償却累計額

(4) 土地の再評価

　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき事業用の

土地の再評価を行い、当該土地再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。

・再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条

第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格

の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法に

より算出した価額に合理的な調整を行って算出しております。
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普通株式 40,460,727株

Ｂ種種類株式 1,500株

決議
株式の

種類

配当の総額

（千円）

配当の

原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2025年6月26日

定時株主総会

Ｂ種

種類株式
60,000

資本

剰余金
40,000 2025年3月31日 2025年6月27日

計 60,000

決議
株式の

種類

配当の総額

（千円）

配当の

原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2026年6月25日

定時株主総会

Ｂ種

種類株式
60,177

資本

剰余金
40,118 2026年3月31日 2026年6月26日

計 60,177

連結貸借対照表計上額(※１)

（千円）

時価(※１)

（千円）

差額

（千円）

① 敷金及び保証金 1,519,995 1,014,900 505,094

② 投資有価証券

その他有価証券 628,463 628,463 －

③ 長期借入金 （594,000） （583,841） 10,158

④ リース債務 （29,971） （28,928） 1,043

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

８. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、主に外食事業を営むために、必要な資金（主に銀行借入やリース債

務）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用する方針です。

　敷金及び保証金に係る信用リスクについては、新規取得時における十分な検証と共に

所管部署によるモニタリング等によって回収懸念の早期把握を図っております。また、

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握すると共に取引先

企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれ

らの差額については、次の通りであります。なお、現金及び預金と短期借入金は短期間

で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

※１ 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　　その他有価証券 628,463 ― ― 628,463

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 ― 1,014,900 ― 1,014,900

長期借入金 ― 583,841 ― 583,841

リース債務 ― 28,928 ― 28,928

１株当たり純資産額 29円42銭

１株当たり当期純損失（△） △11円61銭

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

　　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相

場価格により算定した時価

　　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ

ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　　上場株式は取引所の相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場

で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類している。

敷金及び保証金

　これらの時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローと国

債の利回り等適切な指標に基づいた利率を基に割引現在価値法により算定してお

り、レベル２の時価に分類している。

長期借入金及びリース債務

　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加

味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類

しております。

９. １株当たり情報に関する注記
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退職給付債務の期首残高 964,247千円

　勤務費用 50,839千円

　利息費用 13,692千円

　数理計算上の差異の発生額 △62,838千円

　退職給付の支払額 △104,548千円

退職給付債務の期末残高 861,391千円

非積立型制度の退職給付債務 861,391千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 861,391千円

退職給付に係る負債 861,391千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 861,391千円

勤務費用 50,839千円

利息費用 13,692千円

数理計算上の差異の費用処理額 △23,607千円

確定給付制度に係る退職給付費用 40,923千円

数理計算上の差異 39,231千円

合計 39,231千円

未確認数理計算上の差異 △152,624千円

合計 △152,624千円

　割引率 2.30％

１０．その他に関する注記

(1) 金額の表示単位について

記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

(2) 退職給付関係について

① 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けておりま

す。

② 確定給付制度

（イ）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（ロ）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付

に係る負債の調整表

（ハ）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（ニ）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであ

ります。

（ホ）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとお

りであります。

（ヘ）数理計算上の計算基礎に関する事項

　当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表してお

ります。）
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（ 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合　　　計

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 50,000 － 11,137,441 11,137,441 77,527 △8,649,966 △8,572,439 △162,066 2,452,935

当事業年度中
の 変 動 額

新 株 の 発 行 126,300 126,300 126,300 － 252,601

剰 余 金 の 配 当 6,000 △66,000 △60,000 △60,000

当期純損失（△） － △464,300 △464,300 △464,300

自己株式の取得 － － △27 △27

減 資 △126,300 △132,300 258,601 126,300 － － －

株主資本以外の
項目の当事業年度
中の変動額(純額)

－ － －

当事業年度中
の変動額合計

－ － 192,601 192,601 － △464,300 △464,300 △27 △271,726

当 期 末 残 高 50,000 － 11,330,043 11,330,043 77,527 △9,114,267 △9,036,740 △162,093 2,181,209

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

土地再評価差額金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 256,188 65,421 321,610 2,724 2,777,270

当 事 業 年 度 中
の 変 動 額

新 株 の 発 行 252,601

剰 余 金 の 配 当 △60,000

当期純損失（△） △464,300

自己株式の取得 △27

減 資 －

株 主 資 本 以 外 の
項目の当事業年度
中の変動額(純額)

79,940 － 79,940 △2,724 77,216

当 事 業 年 度 中
の 変 動 額 合 計

79,940 － 79,940 △2,724 △194,509

当 期 末 残 高 336,129 65,421 401,550 － 2,582,760

株主資本等変動計算書
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　　建物、建物附属設備及び構築物 ３年から47年

　　機械及び装置 ８年から10年

　　工具、器具及び備品 ３年から20年

個 別 注 記 表

自　2025年４月１日

至　2026年３月31日

１. 継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品・半製品 総平均法

貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

（イ) リース資産以外の有形固定資産

　定額法によっております。

　　なお、耐用年数については、下記のとおりであります。

（ロ) リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、自己所有の有

形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

② 無形固定資産

（イ) リース資産以外の無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

（ロ) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。
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直営店舗売上高 12,021,615千円

フランチャイズ店舗向け売上高 18,898千円

店舗外売上高 52,978千円

顧客との契約から生じる収益 12,093,492千円

その他の収益 　　　　　　－

外部顧客への売上高 12,093,492千円

② 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額から未認

識数理計算上の差異を加減算した額を計上しております。

　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により、按分額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しており

ます。

③ 店舗閉鎖損失引当金

　店舗の閉鎖に伴う損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失額を計上してお

ります。

④ 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく支給実績を勘案

し、当期末要支給額を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

① 直営店舗売上高

　店舗において飲食サービス等の提供を行うことによる収益は、顧客からの注文に対し

飲食サービス等を提供することであります。この飲食サービス等の提供による収益は、

顧客に対し飲食サービス等を提供し、その対価を受領した時点で認識しております。

　なお、株主優待券及び金券等の利用額については、顧客に支払われる対価として売上

高から減額しております。

② フランチャイズ店舗向け売上高

　フランチャイズ店舗に対する商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に

基づいて商品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品又は

製品を引き渡す時点において顧客が当該商品又は製品についての支配を獲得して充足さ

れると判断し、引き渡し時点で収益を認識しております。

③ 店舗外売上高

　店舗以外における商品又は製品の販売に係る収益は、顧客との販売契約に基づいて商

品又は製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は商品又は製品を引き

渡す時点において顧客が当該商品又は製品についての支配を獲得して充足されると判断

し、引き渡し時点で収益を認識しております。

３. 収益認識に関する注記

(1) 収益の分解

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載の

とおりであります。
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建物 35,235千円
土地 245,103千円
投資有価証券 610,976千円
敷金及び保証金 1,263,101千円
未収入金 63,490千円

合　　計 2,217,907千円

短期借入金 903,009千円
合　　計 903,009千円

6,931,653千円

短期金銭債権 55千円

４. 会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出して

おります。当年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の

計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

（固定資産の減損損失の認識の要否）

(1) 当年度の計算書類に計上した金額

　社会の変容に伴う業績の変動を受け、減損の兆候があると認められた資産グループにつ

いては、減損損失の認識の要否の判定を行っております。判定の結果、割引前将来キャッ

シュ・フローが固定資産の帳簿価額を下回った店舗について、合計186,144千円の減損損

失を計上しております。減損損失計上後の店舗運営に係る資産は、合計894,071千円（建

物30,626千円、建物附属設備328,316千円、構築物95千円、機械及び装置112,889千円、工

具、器具及び備品83,463千円、土地188,281千円、電話加入権1,841千円、長期前払費用

26,514千円、敷金及び保証金122,042千円（原状回復費用に充てられるため回収が最終的

に見込めないと認められる金額））となっております。

(2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

連結注記表「４．会計上の見積りに関する注記（固定資産の減損損失の認識の要否）」

に記載した内容と同一であります。

５. 会計上の見積りの変更に関する注記

（資産除去債務の見積りの変更）

　当事業年度において、当社グループの不動産賃貸借に伴う原状回復義務として計上してい
た資産除去債務について、原状回復費用の新たな情報入手に伴い、より精緻な見積りが可能
となったことから見積りの変更を行いました。
　この見積りの変更により、建物附属設備を49,192千円増加、資産除去債務を49,192千円増
加しております。
　また、当該見積りの変更の結果、営業損失、経常損失、税金等調整前当期純損失がそれぞ
れ47,201千円増加しております。

６. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(4) 土地の再評価
　「土地の再評価に関する法律」（平成10年 3月31日公布法律第34号）に基づき事業用の
土地の再評価を行い、当該土地再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負
債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産
の部に計上しております。
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・再評価を行った年月日 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 151,572千円

　仕入高 22,419千円
　販売費及び一般管理費 780千円
営業取引以外の取引による取引高 600千円

普通株式 427,642株

税務上の繰越欠損金 2,766,648千円
未払賞与 24,777千円
未払事業所税 5,478千円
貸倒引当金 1,729千円
未払社会保険料 4,127千円
退職給付引当金 359,269千円
役員退職慰労引当金 9,707千円
有形固定資産減価償却費超過額 2,386千円
減損損失 310,929千円
ゴルフ会員権評価損 2,777千円
敷金及び保証金 165,405千円
資産除去債務 61,931千円
有価証券評価損 3,640千円
店舗閉鎖損失引当金 3,971千円
その他 7,086千円

計 3,729,864千円
評価性引当額 3,729,864千円

合　　計 －千円

その他有価証券評価差額金 178,798千円
土地再評価差額金 35,897千円
資産除去費用 20,210千円

計 234,906千円

１株当たり純資産額 25円54銭
１株当たり当期純損失（△） △11円65銭

・再評価の方法
　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条
第４号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格
の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法に
より算出した価額に合理的な調整を行って算出しております。

７. 損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高
　　　　営業取引による取引高

８. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

９. 税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　（繰延税金資産）

　（繰延税金負債）

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項　
目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
１０.１株当たり情報に関する注記
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１１.その他の注記
金額の表示単位について
　記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。
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